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令和７年度 第４回 北広島市都市計画審議会

説明案件 第３号

「札幌圏都市計画北広島団地若葉町地区

地区計画の決定」について



地区計画の決定箇所図
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土地利用計画制度のイメージ図

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域
北広島市は全域

市街化区域

用途地域
全国一律の基準

13用途

特別用途地区
北広島市6地区

準防火地域
商業地域・近隣商業地域全域
・第一種住居地域の一部

（容積率300％）

高度地区
一種低層・二種低層全域

地区計画
北広島市21地区

318ｈａ

【変更対象（土地利用）】

・地区計画
北広島団地若葉町地区
地区計画の決定

近商

準工

一住一中高

工専準住

中高層住宅のための地域。病院、
大学、500平方メートルまでの
一定のお店などが建てられる。

第一種中高層住居専用地域

用途地域指定の効果

・建築物の用途制限
・容積率制限
・建蔽率制限
・高さ制限 等
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【北広島市都市計画マスタープラン（第２次）】
 市街化区域の土地利用の基本方針

• 計画的に整備された⼾建、集合住宅地が中⼼の専用住宅地は、少子高
齢社会における市⺠の多様なニーズに対応した住宅需要に対応するた
め、市街地内の利用されていない土地の有効利用を図るとともに、空
家等対策計画に基づき空き家対策を総合的かつ計画的に進め、市⺠と
の協働により花を⽣かしたまちづくりなど、良好な住環境の創出を図
ります。

 北広島団地地区における地区づくりの目標

• 居住環境の充実を図り、多様な住まい方ができる地区を形成します。

北広島団地地区の地区計画に係る主要計画の記載

【北広島市立地適正化計画】
• 北広島団地地区全域及び災害リスクのあるエリアを除いた東部地区の

エリアを居住誘導区域に設定します。

【北広島市都市計画マスタープランの位置づけ】 【居住誘導区域】

 人口減少の中にあっても一  

定のエリアにおいて人口を

維持することにより、⽣活

サービスやコミュニティが

持続的に確保されるよう、

居住を誘導すべき区域。
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位置図（北広島団地若葉町地区）

若葉町3丁目

若葉町2丁目

教職
員・

職員
住宅

10～
12号

棟

12号
棟

11号棟

10号
棟

若葉町1丁目

4



位置図（北広島団地若葉町地区）
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サウンディング調査の実施

 サウンディング調査実施の目的

• 対象地は、約1万㎡の土地とその上にある市職員住宅及び教職
員住宅であり、市職員住宅及び教職員住宅は令和7年9月30日
に供用廃止となった。

• 対象地は、JR北広島駅から約1.2 ㎞の場所に位置しており、
人口増加や地域の活性化等、本市のまちづくりに寄与するよ
うな、効果的な利活用が求められている。

• 今後、市が予定している事業の検討にあたり、専門的な知見
を有する⺠間事業者等との対話を通じて、広く意見・提案を
求め、市場性の有無や⺠間のアイデア等を把握するためサウ
ンディング調査を実施した。
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サウンディング調査の実施

実施期間
令和7年1月22日～令和7年1月23日

結果公表
令和7年2月17日

事業者の提案内容
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北広島市まちづくり指針（宅地開発指導要綱）

⼾建住宅の1区画の敷地面積は、ゆとりを持たせ250平方メー
トルを標準とし、最小の敷地面積は200平方メートルとする。
ただし、既存宅地等で地区計画、建築協定等により良好な居
住環境の確保が図られる見込みがある場合は、この限りでな
い。



計画図（北広島団地若葉町地区）

【地区計画決定理由】

 近年の多様な住宅事情に対応した 
適正な土地利用を図るため、

 ・建築物の敷地面積の最低限度
 ・壁面の位置の制限
 ・建築物等の形態又は意匠の制限

 を地区整備計画に定める。
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【建築物の敷地面積の最低限度】
• 良好な居住環境の形成に必要な敷地を確保し、敷地面積が縮小傾向にある等近年の

 多様な住宅事情に対応するため、敷地面積の最低限度は180㎡とする。

【壁面の位置の制限】
• ゆとりのあるまちなみを形成するため、若葉町4番緑道、若葉町9番緑道を除く道路

境界線から外壁面までの距離は1.5ｍとする。

【建築物等の形態又は意匠の制限】
• 周辺環境との調和や、うるおいのある景観を形成するため、建築物の外壁、屋根及

 び工作物の色彩は、刺激的な色を避け、周囲との調和に配慮したものとする。

地区計画の制限内容

壁面の位置の制限は
若葉町4番緑道、若葉町9番緑道
を除く
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事 項 時 期 備 考

北海道都市計画課 下協議 令和７年１０月 ３日

地区計画原案縦覧
令和７年１０月 ９日から
令和７年１０月２３日まで

縦覧者 無
意見書提出 無

北広島市都市計画審議会（予備審議） 令和７年１１月１２日

北海道都市計画課事前協議 令和７年１１月 下旬

北海道都市計画課事前協議（回答） 令和７年１２月 下旬

都市計画案の縦覧
令和８年 １月 上旬から
令和８年 １月 中旬まで

北広島市都市計画審議会（本審議） 令和８年 １月 下旬

北海道協議 令和８年 ２月 中旬

北海道協議（回答） 令和８年 ３月 上旬

決定告示 令和８年 ３月 下旬

条例改正について

・地区計画の決定に併せ、北広島市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正を令和8年第1回

定例会にて上程する。 10

都市計画の決定スケジュール
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